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<内容>

司会

(森都市計画

課長補佐 )

司会

都市計画課 (人

木主査 )

司会

司

下川都市政策

部長

ム
本

定刻 となりましたので、福井市都市計画公聴会を開催 したいと思います。

私は、本 日の司会を務めます福井市都市政策部都市計画課の森と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

≪案件の説明≫

まず、公聴会に先立ちまして、都市計画決定・変更の原案の概要につきまし

て説明をさせていただきます。

福井都市計画用途地域の変更、福井都市計画特別用途地区の変更、福井都市

計画地区計画の決定、福井都市計画公園の変更および福井都市計画緑地の決定

について説明いたします。

【(1)福井都市計画用途地域の変更について】

【(2)福井都市計画特別用途地区 (大規模集客施設立地制限地区)の変更に
ついて】

【(3)福井都市計画地区計画 (豊島2丁 目地区地区計画)の決定について】

【(4)福井都市計画公園 (6・ 3・ 3号東公園)の変更について】

【(5)'福井都市計画緑地 (9号豊島東緑地)の決定について】

以上で説明を終わ らせていただきます。

それでは、公聴会のために会場の準備をいたしますので、しばらくお待ちく

ださい.

≪開会≫

おまたせいたしました。

それでは、ただいまご説明いたしました都市計画の原案に関しまして、都市

計画,云第 16条第 1項お三tヽ 幅■雨f戸言T百 公
=ゴ

■員1第 2条 l二 基づく、福井

市都市計画公聴会を開催いたします。

それでは、はじめに、福井市都市政策部部長の下川よりごあいさつを申し上

げます。

≪あいさつ≫

【都市政策部長あいさつ】

都市政策部の下川でございます。公聴会の開会にあたりまして一言ごあいさ

つを申し上げます。皆様方には日頃より、都市計画行政に対 しまして、深いご

理解 と、ご協力を賜 り、この場をお借 りしまして、厚く御礼申し上げます。さ

て、今年 3月 16日 に、北陸新幹線が福井開業いたしました。全国、そして、

県外から多くの方がこの福井駅周辺の方にお集まりいただいて、賑わっており

ます。本市としましては、これまで北陸新幹線の開業に向け、県都の玄関口で

あります福井駅周辺において、福井駅付近連続立体交差事業や福井周辺の土地
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議長 (前 田都市

計画課長 )

司会

区画整理事業などを行って参 l,ま したこ今後は、さらに福井駅の東西における

均衡あるまちづくりを進すて、きなtゞ ら、県都 としてのさらなる魅力向上に努

めていきたいと5っ てお 三十
= このたびの都市計画決定そして変更は、福井

駅周辺十二お |す るさらなこ1■

=1,、
_ヽD自 |!出 を図っていきながら、魅力的なまらな

つユを目指 してし`く‐
~て

二≦、ヽ三十
=

公述 ,1、 の皆様 i二 ま、書'三
~■ .二 百三を三弓 ますことをお頭、三し上 ,一 ま _

て、著三■,三 二
`、

まヽす~_ 蓄ゴ
「

■ '「
二≦てて.tt=三 f[

玉 三|=二 ろ _(==肇 … ■ _ま ‐

二こで、
/寺

町者「 皆様 こ
==tを お願

|ヽ .tL三 十_■菫電言舌i´

=」
■■■

・七

I 電
′ゴ]「 ]■  .■ ■ 11-、

~「 ~`一 モー  ニ妻I.tt=ま す 三・
|」 ≡、.、

■ _ま ~ また、貴
.Tて ■ ■__ま _´二、■二 _11~′ 千

=`「
_こ 下

―ヽ
_上 言三ヨ

「
」こさ.｀ ます、二j≡ .事 I三 を二一三 .■ ■

=【
_て 、ゴ

=ゴ
~1」 スーー ず、,■

―三行

できま‐ よう、 こ■可ぞ′L,「員.ヽ .ヽ ■ _=―
それでは、ム著会 _‐ 妻長 ま、福井戸ま=言―百公聴会規則の規定に基づき、都

市政策部都市計画 :早長が指名 されてお .三 て~:

ここからの進行につきまして、義長、こお願 t｀ いた しますこ

座って進行させていただきます。

議長を務めさせていただきます、福井市都市計画課、課長の前田でございま

す。本 日は、よろしくお願いいたします。公聴会を円滑に進めさせていただく

ために、何点か皆様にお願いしたい事がございますので、事前に説明させてい

ただきます。

公聴会を円滑に進めさせていたた くために、公述人の方をはじめ、会場にい

、お願 いいた

ま

公辻
|、

「

IT14ゃ :上 さ
'~三

f手 1こ |=、 議長で■る■ _「 許 Ifを 受 ,ユ た後 |二 お願いい
~́  ~=~三~

公辻 :寺面につきまして ,ま 、事∵Lこ お軍 しせ させていたた Iヽ て、ヽる通 |,一 人 2

0分 とさせていただき三十
=

18分を過ぎた時点でチャイムを鳴 らしますので、ご注意 くださいこ

20分を超えた場合には、お知 らせ させていただきますので、議長の指示に

従って下 さい.

公述は事前に提出 していただきま した公述申出書に基づいて公述するようお

願いいた します。申出書 と著 しく違 う公述をされた場合には公述を中止 してい

ただく場合 もございますので、予めご了承 していただきますよう、お願いいた

します。

また、著 しく不穏当な言動があった場合には、公述の禁止や退場をしていた

だく場合 もございますので、あらか じめお知 らせ させていただきます。

し
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皆様のご協力によりまして、公聴会を円滑に進めさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

≪公述≫

それでは、ただいまより、公述人の方より公述をお願いいた しますc本 国の

公述人は 5名 となってお ります。あらかじめこちらで順番を決めさせていただ

きま したので、その順番でお願いいたします。

最初に1■■■■様に公述 していただく予定で したが、ご本人より御連絡があ
|¬ 、ま 口発熱で来坪できないたう、代理人の方 |こ 意見を公述 させたい との事で

ありま したので、代理人に公述 していただきます。

それでは1■■■■様の代理人 ||||1様、よろしくお願いいたしますD

公述人より委任されましたので、代理となりますが、東公園の近隣住民とし

ましてご勘案いただきたく、今回の都市計画の変更に対 し意見を公述いたしま

す。

まず、アリーナ建設に関しまして、地区住民の多くが、建設に対する法的問

題、また交通計画、公園の有用性について、強く高い懸念を抱いております。

これまtに市やオールコネク ト社等による住民説明会が昨年度から複数回にわ

たり開催されてきていますが、その説明会において、具体的な説明が不足して

お り、こちらから投げかけた多くの質問に対する詳細な回答が十分に得られて

いないというのが現状となっております。単に説明会が開催されているだけで、

実質的な内容の進展がないように感 じています。

例えば、交通に関する懸念やアリーナ建設によって、公園の機能がどのよう

に変わるのかなど、こちらからの質問に対して具体的な説明が不足していると

思っております。敷地内にはもちろん公園の機能を残すと聞いておりますが、

当初聞いていた内容よりも、公園の面積はかなり縮小されているなど、こちら

としては不利側に話が進んでいるとい う思いもありまして、住民の理解を得ら

れていないまま、基本設計もまだ、まとまっていないと思いますが、そのよう

な段階で、都市計画の変更の縦覧を行つたという状況については、住民を置き

去 りにした、市や関係団体によって一方的に計画が進められているとい う強い

印象を受けました。

また、他県の事例になりますが、調べていると、住民説明会におきまして、

首長が直接参加 し、対象となる自治会や住民に対して説明を行っているとい う

例もありますので、そうした対応 と比較すると、市の住民への対応とい うのは、

不十分であったり、住民を軽視していると感 じております。

また、他県の事例が続きますが、同じように、同程度の 3万ぽほどの公園に

おいて、地上の公園という機能を残 しておいて、地下にアリーナを建設すると

い うことを行った事例もありますので、今回のアリーナ建設につきましては、

まだまだ検討の余地があるのではないかと思っております。

都市計画マスタープランや県都グランドデザインにおいて、豊島地区がまち

なかのにぎわい創出やアリーナ建設の候補地として示されているとしても、近
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隣住民の意見を十分に聞いていない、具体的な内容について説明を受けていな

い とい う状況であ り、私たち近降住民の生活に直結する問題でありながら、説

明が不足 している状況 |ま 深11≧ 考えていますが、市はいかがお考えで しょうかこ

もしくは、それ ぐら
｀
.ヽ 我 曼_て ください とい うことなので しょうかt

私たち lこ とって、二:~_l示 された計画 iこ ついて |ま 、机上の空論 |二 十きな、`三

習ってお |:|ま して、具
′玉三ャニ■.~て 、ヽここ三二」l、 言十画ぞ示 されtヒ _て ■、

これまで
「

ニヒ■i.ま す
「

て、桑 _~≡ 、`_lT二 七天き.'_1て ‐
_

今回
「

モ「 ==言
一三王更更 l二 三 ,、 三二三言一T≡ 1,AIBl■ 三l雇 ≦■、Aァニ玉、二お .'て

は 、 三_■ 調下11。 コン l、 三
・  ´ ´

 、こ :_「 ―_   |´ ‐―
=  ~―    ―

_ 、・ ゝ ' .・ 、 |,「 Tて 、 ャ ・́
~―

ない と考えていまキ=そ うなれば、今後の住環墳で■,っ た il交通状況 IIか な |〕

天きな影雪が及′メニ三■署念 ≦Flて 、`ます _

そ ぅした状況を考言十ろ三、三玉言一百ぞ≡う、≡千[ぞ コろと,て し、「手来こ

こ三ぞ考えると、安易 :こ 受 |す 入れ ら,・_1■ 三で まな .ヽ 三考えています
=

また今後、負担が最 L大きくのしか■。って くるtE仁 、他でもない私たち近隣

住民ですこ計画を押 し付 |す られているよう|こ 感 じてお 1'、 強い不安 と不満を抱

いてお ります c

そのことをご理解いただきたいと思ってお りま―■_

今回の都市計画の変更は、様々理由がちると思いま十が、主にア リーナ建設

のために行われる変更であると思ってお ります.し かし、ア リーナの建設やア

リーナの開業の時期、それをあ りきで都市計画の変更や決定を行 うのではなく、

ア リーナ建設の話を強引に進めるので |ま なく、私たちが投 |ず か |す ている質問や

懸念事項に対 してすべてご回答 した上で、そこから検討十べきことではないで

しょうか。

そ してそのあと|こ都市計画の変更や決定を行 うことが、まさ十二住民の理撃を

得なが ら進める都市計画でちるこ考えて、、三十=それ こそ■ゞ双万 t二 二ってよ :〕

よい進め万 :Iな るつて まな .ヽ ■ 三吾つてお '三 十 _

関係団体等 と再度協議、調整をお願い したい と思ってお ります 3

私か らつ公述 |=以 上 とな :.ま す _

おヨ寺間ヽヽただきま _て ■ ,1■ モ うゴぎ、ヽまし■
=

||1様 、どうもヽ :'「いとうこさvヽ ました[お席 1二 お戻 ',く ださい
=

冒頭で 1つお伝え十ることが抜 |十 ておりましたので、この場でご説明させて

いただきますc

本国の公聴会は、公述人の方のご意見をお聞かせ願 うものであり、本 田この

場でご意見に対する回答は行わないこととしております。後日、今 日述べられ

た意見の要旨を取 りまとめ、内部で十分検討させていただいた上で、市のホー

ムページで考え方を公表させていただきますc

続きまして、|■■様、よろしくお願いいたします。
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福井市より提案されている、5つ

せてぃただきます。この都市計画変

り、簡単に言えば、経済効果あるい

更案それぞれに対して公述さ

、地元説明会を聞いている限

出という旗印を揚げれば、誰

の都市計画変

更案の本質は

はにぎわい創

でも都市計画公園を変更し、自由に建物を建設することができるということで |

あります。これを認めるとすると、都市計画マスタ~プランで都市計画公園と

位置付けられているすべての公園において、論理的にはこのようなことが可能

になってしまいます。

例えば、地元説明会でも意見として出てきた、なぜ中央公園では駄目なのか

ということに対して、福井市は反論できませんc唯一反論できるとすれば、こ

t「

、|[1賢
i二 ょる書ナ.11:=キ ■、公1圭

1土「:ヽ
1窪I市言上菫11里 ょ「 Eれ

~1.こ
ヒ1｀・ ■二

を福井市が、地元住民および市民 |こ 対して広く説明し、市民の納得を得ること

ですの

私は住民説明会でこのことについて、最初に質問しましたが、この公共性、

公益性については納得できる説明を聞いていません。

前置きはこれぐらいにしまして、5つの都市計画案に対する意見を述べます

が、福井市より私に与えられている制限時間は 1つにつき 4分 しか与えられて

いませんので、基本的に福井市に提出した意見書を読み上げますが、若干これ

に追加 して意見を述べます。

またぐ福井市のそれぞれの変更理由の中では、都市計画行政の用語が多用さ

れ、にぎわい創出協議会とか、アリーナ構想 とか、聞き慣れない言葉が出てき

ており、ある程度この問題に精通していないと、簡単には理解できない部分が

ありますが、変更理由で用いられている用語を使って意見を述べますので、私

の意見においても、わかりにくい部分があるかもしれませんが、ご了承くださ

い。

それではまず、都市計画公園の変更と、都市緑地の決定について両者が関連

していますので、続けて意見を述べます。

最初に、都市計画公園の変更について。都市計画変更は、民間の事業者、い

まだに実態が明らかではないのですが、本事業者が建築基準法上、興行業に該

当する建物、大規模集客施設を建築できるよう、当該都市公園の約 3分の 2に

相当する部分を、民間に提供するための都市計画変更である。都市公園法第 16

条 2公益上特別な必要がある場合以外は、都市公園の全部または一部を廃止し

てはならないと明記されており、民間による建物の建設は「公益上特別な必要」

に当たらないので違法である。

なお、この 「公益上特別な必要」については、詳しい解釈は国の都市公園運

用指針にあります。当該都市計画公園は、すでに地区住民の憩いの場、レクリ

ェーションの場として有効に利用され、また近隣の保育園や市内の老人施設、

障害者施設にも活用されている。

さらに、災害時の住民避難場所、被災者救援のための自衛隊のヘリコプター

基地、仮設住宅地としても位置付けされていると福井市の担当者が地元説明会

で説明している。この変更案では、こうした機能を満たすことができません。

民間の建物計画案では、都市計画公園側に出入口があり、都市公園内を通路

る案となっており、公園を利として使用す

6
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場としての活用は不可能であり、福井市都市公園条例第 3条の趣旨、一般市民

の公園の利用 。公園の効用を害してはならないにも違反 します。

この理由書にたびたび出てくるアリーナ構想は、県都にぎわい創生協議会か

らの提案とあるが、協議会の座長は商工会議所の会員であり、当該地区周辺の

旭地区の住民や市民は参加 していません。

1民間団体からの提案にすぎず、また、ちなみにこの事業者の説明では、こ

の建物は 30年後に解体されるとのことである。この提案されたアリーナ構想

については、住民説明会を聞いている限り、突き詰めれば民間事業者による収

益事業であり、この事業により都市公園がつぶされ、また用途地域の変更によ

り生ずる私権の制限や交通混乱などが予想されるが、この事業に対 して、行政

が公共用地を無償で提供し、多額の税金をつぎ込むことの、公共性、公益性、

言い換えれば大儀があるのならば、具体的に、この変更理由に書き込み、広く

市民に問うべきではないか。

次に提案ですが、都市計画マスタープランの公園緑地の整備方針では、にぎ

わい交流拠点を中心とした県都の顔 となるエ リアにおいては、市民、県民、県

外の来訪者に憩いと安 らぎを与え、都市の魅力を感 じられるすぐれた緑地を重

点的かつ総合的に推進するとあり、東公園は足羽川、荒川の水辺に接 し、園内

には立派な桜並木もあり、市民の憩いと安らぎとにとって絶好の場所であり、

これを機会に、運動公園として位置付けられている東公園の将来像を、地区住

民、市民全体で議論してはいかがでしょうか。

次に、都市緑地の決定について。決定の理由の中.で 、都市景観向上を図るた

めとあるが、この緑地は西側隣地高さ 20メ ー トルを超すような大規模集客施

設が迫る空間であり、とても都市景観に資するものとは思えない.ま た、市民

が緑地を楽しむ空間ともなり得ない。

福井市都市景観基本計画の中で、緑に対する問題点として、福井市の都心部

において本格的な都市公園がなく、また公園も不足していると述べている。

また福井市都市計画マスタープランの都市景観形成の方針の中では、 |こ ぎわ

い交流拠点を中心として県都の顔 となるエリアにおいては、市民だけでなく、

県民や県外の来訪者に憩い、安らぎを与え、都市の魅力を感 じられるすぐれた

緑地を重点的かつ総合的に推進 します とあるcさ らに福井市中心市街地活性化

基本計画を作成するにあたり、市民アンケー ト調査を実施 しているが、その中

で、都心に一番必要な機能は何かとい う問いに、公園などの憩いの機能が最も

多かったと報告されている。

以上述べたように、都心部に存在する東公園は非常に大きな公園であり、緑

の空間です。ヨーロッパのまちは大きい、小さいを問わず、都心に必ず緑が存

在 します。 日本においても主だった都市の中心部には、豊かな公園や広場が存

在 します。公園や広場は誰にとっても、都市生活には欠かせない存在だからで

す。貴重な都心の広場は、将来の世代にきちんと残 しておくべきだと私は考え

ます。

次に、用途地域の変更と地区計画の決定について合わせて意見がございます。

最初に用途地域の変更。変更理由の 2段落目ですが、当該地区は公園に面する

路地住宅地であり、中心市街地にも気軽にアクセスできる利便性の高い良好な
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福井駅東ロエリアには該当しないと考える。

4段落日、福井市立地適正化計画において、誘導施設 として提示されている

施設の中に、興業を営む民間の大規模集客施設は含まれていないから、変更理

由にはならない。

5段落日、当該地区周辺において土地の高度利用が進んでいないのは、都心

部に近い良好な住宅地だからであり、さきに述べた、福井市中心市街地活性化

基本計画において、駅東部分で、中心市街地に属する地区は、福井駅周辺土地

区画整理区域のみであり、この区域こそ高度化を進める優先地区ではないか。

最後の第 6段落日、県都にぎわい創生協議会を福井市はどのように位置付け

ているのか。住民説明会では、質疑tこ 出てきた交通の問題や、事業主体が定ま

っていないという問題、100億円を優に超えると予想される公共支出の問題と、

ぃくつかの疑問点についてはほとんど明確に答えられない状態であり、地元住

民の理解を得られていない中で、なぜ都市計画変更するのか。また都市計画の

変更について、ようやく手続きが進められている段階なのに、公共用地である

現地で、民間事業者が建物の基本設計に役立たせるために、地盤調査を行って

いるのは、どうしてこのょうなことが可能なのか。 ・

次に、地区計画の決定にっいて。2段 日から 3段 日は、用途地域の変更理由

と全く同じ文章であり省略します。下から2番 目の変更理由で、福井駅東ロエ

リア、このエリアの範囲については先ほど述べたように市民に認知されたもの

ではないんですが、このエリアの土地利用の高度化 と多様な都市機能の集積を

図るため、近隣商業地域に変更すれば、既存の良好な居住環境が損なわれると

述べています。

この文面は、現在の豊島 2丁 目地区が良好な住宅地であると、福井市自らが

認めていることになるが、変更に示されているように、A地区に相対するB地

区に対しては建築制限をかけられていない。

この B地区においては、民間企業による大規模集客施設延べ面積 1万 2000

ピ、客席数 5000席。年間来場者数 56万人の建物が建設される構想があるとし

ているが、これが現実化すると、豊島 2丁 目地区のみならず、周辺地区でも自

動車、歩行者による大混乱や騒音による被害が予想され、良好な住宅地区であ

る当該地区とその周辺地区の生活環境が破壊され、またこの地区に面する幹線

道路においても、渋滞による交通問題が発生し、市民生活に大きな影響が出る

と予想される。こうした交通問題や騒音問題に対して、福井市は本年度中にこ

れらの調査をして、その結果を住民に示すとしているが、その結果を待たず し

て、こうして公聴会で意見を求めるのは、そもそも都市計画決定の手続きが誤

る の で まな か´
1) て υ

最後
日
口 既存 の 良好 な居住環境の 6 維持 三彗 て あ る 力` B 地 区の と ヽυ そ

建築市1 限 を の 良 な当地 区 好 環境 を守 る き´ミ

つ し た 大規模集客施設 カ てす
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ではないか。良好な環境を維持することと、大規模集客施設を許すことは両立

しないこと|ま 、だれの日にも明らかではないでしょうかこ

最後に、特弓|1用 途地区の変更について、地元説明会で示されたアリーナ基本

計画案によれば、文子どおりこれは大規模集客施設で■,る と私は考えま十
=

先 |ま ど述べたよう十二、良好な環境を維持するこ三二、大規模集客施設ぞ許十

こと|ま 両立しなtヽ 二fを認識 して、そ う
|、

:ヽ言I議 _■ L ft二 二:D■号|!弓 :皇 4二 _~

規定があ |;|ま すが、こ、「 変更理由 I〕1言 |■ ■■―,十 ■.(.~■  ■な ,.■ 生
=_

て意見を述べま十 _

特別用途地区を指[十 る言義 三_て、石丼百―〕軍途三項二考え万‐1■ 4三 4、

ついての (2)地 区の特性にふ さ

わ しい土地利用の増進および制限 _

〒́弓|.1再 途地区 :〕 章て、=主、三一番天事で― ,~二 、====:4グ 'ヽ
_~■まて ,I、

身近な生活環責を確立するたう、二工≡三項、「二珪奮莫三項 |こ 、■tな =三三

集客施設の立地を十七1長十ろ弓途地区ぞて r〕 る、まさ1■ 三島 2~「 ヨ堪玉■・近 II百

業地域に指定 された 三き、その大規模集客施設、3立えぞ千」「長する特弓|」 豪違i区

を定めるとい う提案ですよねこ

ちなみに当該地区は、福井市中心市街地活性化基本計画の中では、中心市街

地以外の地域 と定められているじ

従って、こうした福井市の用途地域の考え方の趣 旨から、今般、地元説明会

において提案 されている大規模集客施設、ア リーナの建築は当該地区では制限

されるとい うふ うに、私は解釈するのですが、この変更理由書を最初に私が読

んだ ときに、福井市は東公園で大規模集客施設を建築可能にするために、 この

一連の都市計画変更をはじめ、様々な方法で事業化に向乃ヽって突き進たで 1ヽ ろ

のに、これを否定 しているの |ま どうい うことか と不思議二甲、

「

.ま した

だからこの用途地域の解釈 |ま どう1ヽ う具 舗 二福井市 |ま 考えて .ヽ こ_LI■・三.ヽ う

ことが疑問ですね

今後、予想 されるこ三として ,ま 、橿土市 I、 三在要業者 ::11・ 進 iて 1ヽ こ三玉

21~日 当該地区|ま 中心市街地だと表現するのではないかと心配 しています.

以上で私 〕意見を|■ ,,三 ―■‐、全後、モ ニど議長 11;Iべ .し れたよう十二福井

市 |ま こf)公聴会
「

|十呆ぞ丁一ふベーンで=Ξ _`、 福ヰ市
「

見1三 ぞ発表十ろ三L

ていますが、今述べた意見ぞ正確 |二 十三:卜
|_て tヽ ただき、誠冥 1■ 答えて、ヽただき

ますよう、また、2月 十二開催予定されて1ヽ る都市計画審議会にも、私を初う公

述人の意見を、委員の方 |こ 正確 |こ 伝えていただけるようお願いいたしますこ

最後に、早口で意見を述べましたが、多少時間がありますので最後に一言。

都市公園を一部でも廃止するのは、違法ではないかという問題を、私は地元

説明会で質問しましたが、福井市からは何の返答もいただけませんでした。こ

れが違法だとすると、こうした一連の都市計画変更は成 り立たないし、私もこ

こですべての案件に対して長々と意見を述べる必要がなかったものと申し添え

ておきます。以上です。

■■様、ありがとうございました。

|
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||1氏

お席の方にお戻 りください。

続きまして、■■ぃ よろしくお願いいたします。

私は、今回の都市計画変更に伴 う用途地域の変更に対して、次に述べる理由

に基づき、計画の再考をお願いしたいものです。

まず第一に、当該地域を近隣商業地域にする必要があるのでしょうか。

今回の都市計画の変更理由として、先ほどもご説明がありましたが、都市計

画区域の整備、開発および保全の方針においては、福井駅東エ リアでは新たな

にぎわい交流拠点となる都市整備増進施設を誘導するため、総合的な土地利用

を図る方針が示されていると。

また福井市立地適正化計画において、都市機能誘導区域に位置付けられてお

り、医療、福祉、商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらのサ

ービスの効率的な提供を図る方針を示 していると記載されているとご説明がご

ざいました。

では、なぜ今まで、当該地区、東公園周辺で、用途地域の変更を行われなか

つたのでしょうか。

にぎわいの拠点の整備をするというのであれば、その計画に基づき、用途地

域の変更が今までになされるべきでしょう。過去の周辺地域の都市計画の変更

は、用途地域の容積率の変更が主であり、この地域の変更はされていません。

もし、にぎわいの創出が主であり、この地区においてそういったものを変更

するのであれば、もうとっくにできていると。100年の大器を図る都市計画に

おいて、誘導する意味でも、用途地域の変更が行われるべきだったのではない

でしょうか。私にはこの変更理由が後付けに見えてしょうがありません。後手

を踏んでいる。

私の私見ですが、アリーナの整備のために、そのことを前面に打ち出してや

るということじゃないでしょうか。 ~

今回、用途地域を変更しようとする当該地域は、公園を取り巻く良好な住宅

街です。

駅東、158号線、木田橋通りと、路線に沿って近隣商業となっているものの、

商店街は組合も解散 し、商店街を成 していません。

変更理由書にも書かれていますので、該当地域周辺において、土地の高度利

用が進んでいない状況であると、市も認めていらっしゃいます。近隣商業地域

を増やす必要性が、乏しいんじゃないかと思っています。

私は意見交換会で何度か述べてきました。

アリーナの説明ばかりで手続きが間違っていませんか。なぜでしょう。まず

は用途地域の変更が必要ですねと。公園の廃止が必要ですねと。

ここにいらっしゃる方々、建物を計画する場合、まず目的の建物が建てられ

る地域地区で、建てられる規模の敷地が求められるか、まず考えて探すのでは

ないでしょうか。

過去に、東公園のところに文化会館、県庁移転など、いろんな提案をこの東

公園で構想が打ち出されていました。東公園は市が所有する公共用地としか見
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ていないことがその原因 じゃないで しょうか。

都市計画の公園であることこ東公園の役割を十分理解 していないか らだと思

います3市が所有する空き地 と考えているので しょう。

第 2にア リー十
「

1整備 1項 他の手段でできないか、その検討 されたのかどうか

とぃ ぅこと|こ 疑義がぉ ,|三 十=私 |ま 同 じように地区の説明会で何度コヽ提案 して

います=建築墓整 1去

'48条
_D珪薬許可でできな tヽ ■ゝ [

もぅ 1っ ..、
マ ::__「‐喜1壇

「
スぞ「三二T業壇項 とし、景 」ヽ1長 F≡ :圭4項 _1‐

変更 三十るこ三て十
[

少 し私の提案ぞお見て ,ま す
= こ71が 耳戸計画課 (こ ろ i´ 三十Webて ごて、ヽ

それはいかが‐しょうかということで十[ これを見てもらうヒ東つところ|ま 、

で こ |ゴ こう」ち |ま _て 、 二 ;‐
.ヽ F彰手 l二 な っ て ■そ ―́貫 (二

:三 千二感 1・ な .ヽ _■ で ま

な '.ヽ

「 t■ ラヽふ うi二 吾って1ま す
=詈 ≦^_|二 ■お見せ _ま す

=大 き (し ます 三、

こうい う感 じですね
=

都市計画課の方 :ま 茉 11る 汚ヽもしれませ んが、 こう、ヽう形での、いろんな案 L

あってよろしいので |ま ないかとい う意見でこぎい三十=ァ リーナの建設が本当

に必要であれば、許可でもできる話だ と思います[ま たア リーナの敷地を今示

したように、用途地域の変更で進めることもできる |ま ずですこ

実際に説明会でも、都市計画課の方刀ヽ らできるとい う返答をいただきましたc

その方法はとらないとい うことで したが、なぜでしょう3

残 りの地域は、ア リーナ建設後に、地域の状況を見て用途地域を変更するの

でも良いのではないでしょうか。 ここで再考 し、理築の許可、′弔途地域のエ リ

アの変更など、再考 していただきたい と思います[ス ケジュー
'レ を優先するで

あれば、十分に合意の取 りやすい、2段階で変更す ることを考えてもいかがで

しょっ乃ヽ3

第 31二私がなぜ第 1種住署地域乃ヽ ら近畦吉業地域への変更ぞi貝する3ニユ三

い うと、近隣商業地域に |ま 日影 E規帝」が這
=さ

ilま せ ′́=珪景二 _Lア ップを伴

な は い だいていませんこ意見交換会では、住民の意見を聞くのみ

で、意見二1措 呆ぞ答二ろニヒ1■ 1三 十 _て 1な '■,よ
i〕 |二 惑しま1_t:亀

_「〕提案に

対 しても、]号 確な
‐ヽ

,■ ■.tt.て t(、 スージーーウぞ1憂 尭し、全亘、■公聴

会ぞ迎えて、ヽろとい●■l■ で
'~:

次十二地区計画のことi二 ついて述べ三十=大前提 として、今ほど申したのは、

近隣商業について、許可でできないか、一剖]の最低限し⊃地域でできないか。地

区計画のお話につきましては、全部が近隣商業 |二 塗 り替えられるという前提で

お話をさせていただきます3

そ ういう状態になったときに、今回の意見を言わせていただきます。まず第

1に、今回の地区計画は、住民からの発意で計画されたものではないと。市か

らの提案に基づくものですc

住民との十分な協議の上、作成されたものでなく、私は、住民の理解が、本

当に得られているのか疑間ですc今回の地区計画は、近隣商業地域を第 1種住

居地域並みの、用途変更するというものです。建築される建物の用途について
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は、今までと同じ規制をかけるので住環境は変わりません。だから、近隣商業

地区にしても問題ないとい う市からの説明です。本当にそ うなのでしようか。

本来地区計画は、都市計画の用途地域を補完する制度であり、例えば、準工

業地域にある団地や住宅において、良好な住環境を保つため、工場などの建設

を制限するなど、ゆるい規制の用途地域に対し規制をかけるものと私は認識 し

ています。いわば住民発意の用途地域を補完する制度。

今回の地区計画につきましては、規制の厳しい第 1種住居地域を、近隣商業

へ変更し、その住環境を保全するため、地区計画で規制するのそのような地区

計画は福井市において、過去に事例があるのでしようか。

第 2に、区域の整合はとれていませんこまた今回示された地区計画では、近

隣公園部分をB地区とし、A地区にしていません。このA地区は、公園と一体

となっていることで、良好な住環境を保てるものであり、B地区とすることは

不自然です。今回と同様に、近隣公園の部分の変更をされると、その場所に劇

場、映画館、演芸場を建設できる地区となります。何か他に計画があるのでし

ょうか。

アリーナの増築、文化会館等を建設されることを危惧 します。以前、東公園

は野球場の一角にある小さな公園でした。それでも十分でしょうと言われれば、

そういう変更なされることを非常に危惧 します。にぎわいの創出のためと、そ

の規模に縮小されるかもしれません。公園の部分をA地区に加えるように、再

考してぃただきたい。付近の住民は、現状をできるだけ変えて欲しくないとい

うことです。

第 3に、今回地区計画の制限のある土地になることで、将来の売却の処分の

際に、地区計画の制限のある土地のために不利にならないか危惧しています。

また、相続税や固定資産税などの土地等の評価についても、前述の通りです。

説明会では、そんなことはないですというお答えでしたが、第 4に地区計画の

関係者に対して、7月 に案が提示されて、今回の公聴会とあまり時間がなく、

今回、地区計画をかけられる権利者の理解が十分に得られているか疑間です。

制限をかける地区計画において、パワ~ポイントで説明するだけで、資料の

配布もなく、住民の方々がどれだけ理解されたかわかりません。少なくとも、

私の近所の方々は理解が不十分でした。今回の地区計画の関係者は、そんなに

多くないのですから、個別のヒアリングやアンケー トなどで制限をかけること

,の理解と了解を取ることが必要だつたのではないでしようか。

また 1度にやる必要はないのですから、今回の近隣商業に変更するというふ

うになれば、それを決定してからでも、遅くないのではないでしようか。アリ

ーナの建設に関しては、近隣商業に変わればスケジュールに支障はないでしょ

う。関係する地区の住民への地区計画の制度の説明、具体的なメリットデメリ

ットの説明を再度行い、慎重な対応を求めます。

最後に、現地では、アリーナ整備のスケジュールのため、都市計画の変更を

待たず、すでにアリーナ建設ありきで、地盤調査、埋蔵物の調査など、すでに

完了、着手しています。市から市民にポスティングするのみで、進められてい

ます。このことも住民にとってはプレッシャーとなっています。住民の方々に

めムー ドが漂っているのも事実です。は諦
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このような状況で、都市計画審議会に諮ることは、委員の方に追認を求める
ようにも思え、委員の方に対 して失礼にはなりませんでしょうか。
いろいろ意見を述べさせていただきました。今述べたことは、意見交換会で

述べたこととあまり変わっていません。再度このような場で意見を申し上げる
ことには、正直抵抗がありました。 しかしあまりにスケジュール優先と思える

今回の計画の進め方に疑間を感 じ、意見を述べさせていただきました。ここで

少 し再考し、地区住民の意見を十分反映し、私たちが安心で暮 らせる環境を守
る、慎重な対応を願って、私の意見としますc

||1様、どうもありがとうございました。

お席にお戻 りください。

続きまして、|■■様、よろしくお願いヽ たヽしま十
=

私は該当地域の住民ではなく、専門用語が乏しいので、少し浅く短い発言 |二

なると思いますが、ご了承くださいc

まず 1つ 目。豊島地区以外、豊島地区ももちろんですが、それ以外の渋滞対

策について、意見を述べたいと思いますc東 国がにぎわいの交流拠点になるた
め、近隣商業地域になるとい うことですが、こぅぃった場合、今の説明も問い

ていると、渋滞の懸念というのが一番大きく響いてきます[

私の住んでいる地域も、本田橋通 りと志比口開発線が直結 lψ た地区になって
お り、豊島地区以外でも直結する志比口開発線や本田橋通 り等の渋滞対策をど

う考えているのかというのも、私の懸念するところです.

2つ 目に、用途地域の軽視=用途地域を軽くみてしまうので |ま なtヽ かヒヽヽう

意見です_今回、住居の用途地域から住居以外の用途地域に変更、こなると|、 うヽ
ことで、それが今後他の地域で■1起 ころので |ま ない|」 [住 署堪政 fl、 うヽ1‐

1「,|=一

番安定した用途地域 二tヽ う認識で,,1三 十=全 :責 |こ ぉ、、て住署rL域 _I女 亡性・

安全性が脅ヵヽされるのではないかと私は懸念 していますcま た、住居地域以外
に変更された後に、またそこから商業地域であったり、もっと別の上のランク
の、上′)ラ ンクと|、 うヽ言たヽ方が正 し1ヽ ■)t」 分二ヽ ||ま せた |十 ど、もっと、商業地

域 |二 近い用途地域への変更がなされる F)で
1ま な 1、 ■、: とt、 う懸念がち |'ま 十

[

3つ 目に、これ |ま 他の皆さんの意見を開tヽ て、ヽたらこの意見を言 うの|ェ 夫社
にあたるかもしれないですが、用途地域が変更されアリー十が建設された後、こ

は、近隣の住民の方のヒアリングをしっかりとゃっていただきたぃと思いますこ
私自身が住んでいる家の用途地域が、もともと住居系だったのですが、それ

が変更された場所に住んでいます。当時専門家の方に来てもらい、用途地域を

変更しても影響なしという判断が出ましたが、今、現在進行形で大きな影響が

出ています。要するに公害で苦しんでいます。

そ うい う状態なので、都市開発が終わつて、はい終わりの状態ではなく、運
用後にちゃんと住民に対してヒアリング。それで、もし実害を受けた住民の方
がいるのなら、補償等は充実するべきだと私は思いますc短いですが、私の意
見はこれで終わりますc
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||1様、どうもありがとうございました。

席の方にお戻りください。

続きまして、|■■様、よろしくお願いいたします。

私は近隣住民なので、感情論のようというか、素人なので、知識が浅いまま

発言しますが、まず、用途地域変更自体には反対の立場であります。

私は、3年前に、豊島 2丁 目に家を建てたばかりでして、正直その時は用途

地域がどうかあんまり意識してなかったのですが、今回、急にその話が降って

湧いてきたような状態で、その変更によってどんな影響があるのか、全く予想

ができていません。

これは素人感覚なのですが、例えば用途地域を変更して、近隣商業地域にな |

るとい うことなので、例えば地価が上がったりして、結果、固定資産税の方に

影響する。それ以外でも、全く想像 しえないような何か間接的でもマイナスの

影響があるのではないかとい う懸念が払拭できない状態です。

今、未就学児を 2人育てていますが、そうい うところも含めて住環境が結構

大きく奪化するのではないかと思っています。そのような意味でも、容認でき

ないという反対の立場をとらせていただいています。用途地域の変更理由とし

て、皆さんと被る箇所もありますが、都市計画マスタープランやそこに掲げら

れている土地の高度利用、都市機能の集約みたいなものを根拠 として挙げられ

ていると思います。

それでまず、現状の用途地域でどんな高度利用ができるのか、或いはどんな

都市機能を集約すると、どんな効果が生まれるかみたいなものを議論 してから、

用途地域の変更可能性が議論されるのかなと素人ながらに思いました。

それがアリーナ構想の提言べされてから、それに合わせて用途地域変更しま

すって言われたもので、そういう意味での不信感があるとい う状態です。

地区計画の決定についても疑念がありまして、用途地域変更による影響を最

1小に抑えるためだけに、何か地区計画を設定したように見えます。

これは、先ほど同じようなことをおっしやつた方もいらっしゃると思います

が、ニュー トラルの立場で見て、まずそもそもや り方として問題ないのかと思

いました。例えば地区計画で今回建設禁上に指定された建築物がいくつかある

と思うのですが、そういつたものを建てたいと考える事業者がいたとして、用

途地域上は問題ないのに、一見矛盾にも見える。地区計画で無理や りそれ抑え

込まれたってなるとそれはおかしいのではといつた訴えが出たときに、何か合

理的な反論ができるのかという不安もあります。用途地域を変更しているのに、

地区計画で結局変更前のように制限をかけているのは、すごく矛盾を感 じます。

これも先ほどぉっしゃった方がいますが、アリーナを建てたいのであれば、

建てたいとこだけ変更するとすれば事足りるのではと、すごく素人ながら思っ

ていまして、地域住民の配慮と言われていますが、そんなことは別に要望して

いない。我々にはアリーナのための用途地域変更のカモフラージュというふ う

にしか見えない状態になっています。だから逆に住民軽視 としか考えられませ
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ん。

なので、特定の目的のために用途地域を変更して、帳尻合わせで簡単に地区
計画を設定しているように見えまして、実際該当する地元の人間の意見が全く
反映されてなくて、そんなや り方がまかり通るとなると、数年後数十年後、地
区計画や用途地域も簡単に僕 らが住んでいる住環境が見直されたり変更された
り、きつく言 うと破壊されたりとい う懸念がどうしても払拭できないというこ

とがあります。

少なくとも僕はそうでして、この漠然とした不安に対する対処を聞きたい。
具体的な質問ではないですが、今、そこに住み始めたばかりの人間としては、
そ ういうことを考えていますという意見を述べ させ ていただいて、公述 とさせ

ていただきます2以上です.

■■様、どうもちりがとうございました
=

お席の方にお戻 りください。

本 日予定しております公述人の方の公述は、以上でございますc

大変貴重な思い、ご意見、誠にありがとうございました3

以上で、公述を終了いたします。

≪閉会≫

ありがとうございました。

議長からご案内させていただきましたが、公述内容に関する市の考え方につ

いては、後日ホーームヘージに掲載いたしますc

以上をもちまして福井市都市計画公聴会を終了いたしますこ

(以上 )

15

司会

=き
圭.F三

百我 1て


